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群馬県立伊勢崎高等学校部活動方針

１ 部活動の意義と活動方針設定の趣旨

本校の部活動は、学校教育の一環としてスポーツや文化に興味・関心のある生徒が自

主的に参加し、各部顧問の指導のもと、行われてきた。今後は、当方針のもと、「知性

を磨き、品性を高め、情操を養い、高き理想に向かって歩む」という教育目標を達成す

るために、より一層の充実を図るものとする。

２ 具体的な指導方針

（１）活動日及び活動時間について

①週当たりの休養日の設定

・週１日以上の休養日を設定する（時期によってはさらなる積極的休養も含む）

※大会参加等により、やむを得ず週１日の休養日を確保できない場合は代替休養日

を確保する。

②長期休業中の休養日の設定

・学期中の休養日の設定に準ずる。

・生徒の体調を把握し、疲労が蓄積しないよう配慮するとともに、ある程度長期の

休養期間を検討する。

③活動時間

・平日、学校休業日いずれも、原則として３時間程度とする。(ウォーミングアッ

プ・クールダウンを含む)

・練習試合等で終日の活動となる場合は、生徒の健康管理に十分配慮して、休養時

間を適切に設定し、無理のないよう活動する。

※平日に合宿やコンクール前練習等で、活動時間延長の場合は保護者の承諾を得て

実施する。

④朝練習について

・練習の目的を明確にし、生徒及び保護者との連携を密にして実施する。

・生徒の健康状態や活動意欲、学習や家庭生活等を配慮して実施する。

⑤その他

・限られた時間をいかに有効に活用するかという発想を常にもつ。

・年間スケジュールを作成し、シーズンオフに当たる期間には、土、日曜日の休業

日設定も検討する。

・定期テスト１週間前より、活動は学習時間確保のため原則禁止とする。
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（２）安全対策について

①事故等の未然防止のため、環境整備・安全点検・気象情報等の収集を心がけ、安全

に活動できる環境を整える。

②生徒の健康状態を常に把握し指導に当たる。とくに熱中症に関しては、学校から貸

与されている「熱中症指数モニター」を活用し、日本スポーツ協会(旧日本体育協

会)制定の「熱中症予防運動指針」に基づいて適切に対応する。

③事故等発生時は、応急処置・救急車要請・管理職や保護者への報告等、初期対応を

確実に実施する。

（３）経費について

①活動費は生徒会費から支出する。

②各部で、上記①の他に部費を徴収する場合は、必ず保護者の理解を得るものとする。

③経費の出納については、帳簿を作成し、年度末に会計報告をする。上記②の部費に

ついては、教頭又は事務長と保護者代表が監査を行う。

３ その他

（１）外部指導者について

①外部指導者の活用は、校長と関係者の協議調整のもと決定する。

②外部指導者の活用は、部活動が学校管理下での計画的教育活動であることを基本に

顧問との役割分担等を明確にし、各部の状況を考慮し実施する。

（２）活動計画書・実績報告書の提出について

①毎月活動計画書を作成し、管理職に提出する。（提出日：前月末日まで）

②毎月実績報告書を管理職に提出するとともに、活動内容等を振り返る。

（３）部活動検討委員会について

①「部活動振興対策委員会」を開催し、各部の取組状況や課題を協議する。

②学校評議員会において、本校部活動の取組状況を報告し、指導助言を得る。

（４）体罰等の根絶について

学校教育活動の一環として行われる部活動は、良好な人間関係を基本とするもので

あり、指導に当たっては、体罰は当然のこと、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり

否定したりするような発言や行為は絶対に行わないこと。

附 則

平成３０年 ７月１２日 群馬県立伊勢崎高等学校部活動方針 策定

令和 元年１０月 １日 一部修正 同日より実施


